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はじめに 

本事業では、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」に基づき、閣議

決定された「中小企業者に関する国等の契約の基本方針（以下、「国等の契約の基本方針」

という。）」に掲げられる措置事項に沿った官公需発注が行われているかに関する実態把握

を行い、今後の官公需に関わる中小企業・小規模事業者の受注機会の増大に向けた施策の在

り方についての検討の基礎資料とする。 

また、当該国等の契約の基本方針を踏まえ、中小企業庁が取りまとめ、情報提供すること

となっている低入札価格調査制度の実施状況についても取りまとめる。併せて、国等の契約

の基本方針における措置事項の一つである官公需適格組合の官公需における受注機会増大

を図るため、官公需適格組合の概要等についても調査し、公表すること等により官公需発注

機関向けに周知を行う。 
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第１章  調査方法等 

 

１．調査フロー 

 

本調査における調査フローは以下のとおりである。 

 

 

図表１-1 調査フロー 
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２．調査方法 

 

「第２章 国等の契約の基本方針に準じて講じられた措置事項に係る受注者側の実態把

握」では、官公需調達サイトから、全省庁統一参加資格を有する中小企業を対象にアンケー

ト調査及びヒアリング調査を実施した。国や地方公共団体等において、令和元年度の国等の

契約の基本方針に基づき講じられた措置事項に沿った発注が行われているかや、新型コロ

ナウィルス感染拡大の影響など外的要因による影響を受けた際、官公需受注においてどの

ような影響が生じるのかについても併せて把握し、影響が発生した具体的な個別案件を深

掘りした。 

「第３章 低入札価格調査制度の実施状況に関する調査」では、国等が物品の製造及び役

務の提供並びに工事に関する契約において低入札価格調査を実施した結果が当該機関のホ

ームページ上に公表されている場合、案件データベースを作成するとともに、過年度と今年

度の低入札価格調査の実施件数等について比較分析を行った。 

「第４章 官公需適格組合の取組事例調査」では、中小企業庁が公開済みである「官公需

適格組合便覧」の更新作業を行った。 
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第２章  国等の契約の基本方針に準じて講じられた措置事項に係

る受注者側の実態把握 

本章では、国や地方公共団体等における発注において、令和元年度の契約の基本方針に基

づき講じられた措置事項との関係性や、新型コロナウィルス感染症拡大等が与える影響等

について把握するため、官公需市場への受注・参入に意欲的な中小企業に対するアンケート

調査を実施し、回答内容等をふまえ、事業者ヒアリングを行った。 

 

１．アンケート調査 

（１）調査概要 

①アンケート調査対象 

総務省統一オープンデータを活用し、2020 年 12 年 18 日時点で有統一参加資格者として

登録されている事業者 68,905 者のうち、下記に該当する事業者のなかから、新規中小事業

者数および地域バランスに配慮し、3,000 者を抽出した。 

 

図表２-1 対象 

□業者区分：１.組合、２.公益法人、３.個人、４.その他（医療法人や学校法人等）５.そ

の他の法人（株式会社等） 

□企業規模：「２．中小企業」「４．小規模企業」に該当するもの 

 ※１.大企業、３.その他（公益法人や財団法人等）を除く 

資格停止または資格取消の状態にないもの 

□営業品目が２以上登録されているもの 

 

②調査方法 

 アンケート調査票を郵送配布し、郵送回収を行った。 

 

③調査実施時期 

2021 年１～２月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





6 

（２）調査結果 

①回答企業の概要 

a) 会社設立年（問 1） 

「創業 30 年以上 50 年未満」と回答した事業者が最も高く、29.8％となっている 

新規中小企業者についてみると、「創業 5 年未満」が 5.4％、「創業 5 年以上 10 年未満」

が 12.9％となっており、あわせて 18.3％を占める。 

 

図表２-4 会社設立年 

 

b) 業種 

「サービス業」が最も多く、全体の 23.1%を占め。「小売業（17.1％）」「製造業（13.7％）」

と続く。また、「その他（33.1％）」の主たる業種として、建設業、卸売業などがあげられた。 

図表２-5 業種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4%

12.9%

20.8%

29.8%

26.6%

4.5%

0%

10%

20%

30%

5年未満

(n=47)

5～10年未満

(n=113)

10～30年未満

(n=182)

30～50年未満

(n=261)

50年以上

(n=233)

無回答

(n=39)

(n=875)

新規企業者

創業10年未満

製造業, 120, 

13.7%

運輸業, 10, 

1.1%

小売業, 150, 

17.1%

ｻｰﾋﾞｽ業, 202, 

23.1%ｿﾌﾄｳｪｱ業又は情

報処理ｻｰﾋﾞｽ業, 

75, 8.6%

その他, 290, 

33.1%

無回答, 28, 

3.2%

(n=875)
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c) 常時雇用従業者数 

「5 人以下」の割合が最も高く 22.4%となっている。 

 

図表２-6 常時雇用従業者数 

 

 

d) 直近の決算期における売上高 

「1 億円超～3 億円以下」の割合が最も高く 26.5%となっている。 

 

図表２-7 直近の決算期における売上高 

 

 

5人以下, 196, 

22.4%

6～10人, 147, 

16.8%

11～20人, 162, 

18.5%

21～50人, 178, 

20.3%

51～100人, 91, 

10.4%

101人以上, 90, 

10.3%

無回答, 11, 

1.3%
(n=875)

～5千万円以下, 

136, 15.5%
5千万円超～1億

円以下, 85, 

9.7%

1億円超～3億円

以下, 232, 

26.5%

3億円超～5億円

以下, 94, 

10.7%

5億円超～10億

円以下, 109, 

12.5%

10億円超, 200, 

22.9%

無回答, 19, 

2.2%

(n=875)
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②全省庁統一参加資格 

a) 資格の種類 

「役務の提供」の割合が最も高く 68.7%となっている。 

 

図表２-8 全省庁統一参加資格の有無（複数回答） 

 

 

b) 主な営業品目 

物品の製造については、「その他印刷類」の割合が最も高く 21.6%となっている。また、

物品の販売においては、「電気･通信用機器類」の割合が最も高く 21.5%となっている。 

役務の提供においては、「調査･研究」の割合が最も高く 26.8%となっている。 

 

  

19.5%

60.1%

68.7%

7.3%

0% 20% 40% 60% 80%

物品の製造

物品の販売

役務の提供

無回答

(n=875)
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図表２-9 主な営業品目（主な３項目） 

（A:物品の製造）               （B:物品の販売） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（C:役務の提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.9%

5.9%

1.5%

7.2%

2.9%

6.3%

3.0%

3.8%

5.7%

7.0%

1.9%

2.9%

5.5%

7.2%

11.0%

21.5%

16.3%

15.6%

10.1%

6.7%

7.2%

5.9%

6.7%

8.9%

2.7%

4.0%

19.4%

4.4%

0% 10% 20% 30%

(n=526)

7.0%

4.1%

1.2%

7.0%

12.9%

21.6%

5.3%

5.8%

11.1%

2.3%

1.8%

4.7%

1.2%

4.7%

8.8%

16.4%

9.9%

17.0%

4.7%

1.8%

3.5%

0.6%

2.9%

9.9%

2.9%

5.3%

18.1%

3.5%

0% 10% 20% 30%

衣類･その他繊維製品類

ｺﾞﾑ･皮革･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品類

窯業･土石製品類

非鉄金属･金属製品類

ﾌｫｰﾑ印刷

その他印刷類

図書類

電子出版物類

紙･紙加工品類

車両類

その他輸送･搬送機械器具類

船舶類

燃料等

家具･什器類

一般･産業用機器類

電気･通信用機器類

電子計算機類

精密機器類

医療用機器類

事務用機器類

その他機器類

医薬品･医療用品類

事務用品類

土木･建設･建築材料

警察用装備品類

防衛用装備品類

その他

無回答

(n=171)

10.1%

11.1%

26.8%

21.0%

4.2%

15.6%

1.8%

9.2%

26.0%

4.5%

5.7%

2.7%

2.2%

2.7%

25.5%

6.5%

0% 10% 20% 30%

広告･宣伝

写真･製図

調査･研究

情報処理

翻訳･通訳･速記

ｿﾌﾄｳｪｱ開発

会場等の借り上げ

賃貸借

建物監理等各種保守管理

運送

車両整備

船舶整備

電子出版

防衛用装備品類の整備

その他

無回答

(n=601)
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③行政機関からの受注実績 

a) 直近 1年間（令和元年度）の行政機関等からの受注状況 

「受注した案件がある」の割合が最も高く 67.9%となっている。 

 

図表２-10 直近 1年間の行政機関等からの受注状況 

 

図表２-11 直近 1年間の行政機関等からの受注状況と創業年数との関係 

 

  

受注した案件が

ある, 594, 

67.9%

受注した案件は

ない, 247, 

28.2%

無回答, 34, 

3.9%

(n=875)

5.4%

3.0%

11.7%

12.9%

9.9%

18.2%

20.8%

18.7%

25.1%

29.8%

33.0%

24.3%

26.6%

30.1%

17.8%

4.5%

5.2%

2.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total

受注した案件がある

受注した案件はない

(
n=
87
5)

(
n=
59
4)

(
n=
24
7)

5年未満 5～10年未満 10～30年未満 30～50年未満 50年以上 無回答
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b) 直近 1年間（令和元年度）の行政機関等からの発注案件の年間受注件数 

「年間 1～5 件程度」の割合が最も高く 43.6%となっている。 

 

図表２-12 直近１年間の行政機関等からの発注案件の年間受注件数 

 

a) 直近 1年間（令和元年度）の行政機関等からの受注額 

行政機関等からの受注額について、直近の売上高別にみたものが以下のとおりである。受

注実績のある回答事業者の平均値はおよそ 1 憶 4 千万円であり、直近の売上高が高い事業

者ほど、行政機関等からの平均受注額も高まる傾向がみられる。 

 

図表２-13 直近１年間の行政機関等からの発注案件の年間受注額（直近の売上高別） 

  

 

年間1～5件程

度, 259, 43.6%

年間6～10件程

度, 79, 13.3%年間11～20件程

度, 51, 8.6%

年間21～50

件程度, 70, 

11.8%

年間51件～

100件程度, 

49, 8.2% 年間101件以上, 

54, 9.1%

無回答, 32, 

5.4%

(n=594)

14,032 

876 1,873 
4,341 

8,677 

14,157 

38,227 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

全体

(n=594)

1)～5千万円

以下

(n=74)

2)5千万円超

～1億円以下

(n=58)

3)1億円超

～3億円以下

(n=157)

4)3億円超

～5億円以下

(n=64)

5)5億円超

～10億円以下

(n=81)

6)10億円超

(n=148)

（万円）
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次に、行政機関等からの受注額について、会社設立年別にみたものが以下のとおりである。

会社設立後間もない企業ほど、行政機関等からの平均受注額は低い傾向がみられる。 

 

図表２-14 行政機関等からの発注案件の年間受注額（設立年別） 

 

b) 売上高に占める行政機関等からの受注額の割合 

 １割未満と回答した事業者が最も多く、46.6％を占めている。 

 また、1.3％は行政機関からの受注額が 100％であると回答している。 

 

図表２-15 売上高に占める行政機関等からの受注額の割合 

 

  

14,032 

3,614 

6,357 6,694 

12,965 

23,340 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

全体(n=594) 1)5年未満

(n=18)

2)5～10年未満

(n=59)

3)10～30年未満

(n=111)

4)30～50年未満

(n=196)

5)50年以上

(n=179)

（万円）

46.6%

14.0%

6.7% 5.2%
3.0% 3.9% 3.4% 3.0% 4.5% 4.2%

1.3%
4.0%

0%

20%

40%

60%

0～10%

未満

10～20%

未満

20～30%

未満

30～40%

未満

40～50%

未満

50～60%

未満

60～70%

未満

70～80%

未満

80～90%

未満

90～

100%

未満

100% 無回答

(n=594)
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b) 個別事例の紹介 

 25 件の個別事例の紹介があった。主なものを次図表に示す。 

前設問における選択肢別にみると、「1)最低賃金額の改定を見越して契約した」では、自

治体の庁舎の受付・案内業務や、建物の清掃業務や点検業務、剪定や草刈り業務などで、改

定を見越して契約していたとの例が示された。 

次に、「2)契約書には､単価の見直しを行う旨の条項があり､実際に見直しを行った」では、

公園管理や土木工事等において、見直し例が示された。 

「4)契約書には見直し条項はないが､行政機関等から打診を受けて契約金額が見直され

た」では、公園管理やシステム開発業務における例が示された。 

「5)契約書には見直し条項がなく､契約金額の見直しを申し出たが見直しは行われなか

った」では、公園や植栽管理（樹木剪定）や低未利用地管理業務などの例が示された。 

「6)契約書には見直し条項がなく､契約金額の見直しを申し出て､見直しが行われた」と

して、医療廃棄物処理業務や清掃業務において、見直しがなされた２例が示された。 
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⑥知的財産権の取り扱いについて（問 6） 

a) 知的財産権が含まれる取引の有無 

「知的財産権が含まれる取引はない」の割合が最も高く 80.0%となっている。これに続く

「1)契約書等に､著作権等の知的財産権は発注者に帰属することと示され､譲渡の対価の記

述のない案件があった」は 3.2％、さらに「2)契約書等に､著作権等の知的財産権は､発注者

へ有償譲渡すると定められているが､対価は契約金額に含まれるとされる案件があった」は

1.5％であった。 

このほか「3)契約書等に､著作権等の知的財産権を､発注者へ有償譲渡すると定められて

おり､対価は契約金額と別に支払われるとされる案件があった」「4)コンテンツ版バイ・ドー

ル条項が入った契約書を取り交わしたことがあった」「5)契約書等に､著作権等の知的財産

権に係る記載がないにもかかわらず､納入時に中間生成物の譲渡も求められた」は 1％未満

である。 

また、その他についての具体的な記述内容として、該当する案件がない、あるいは直近に

行政機関からの受注実績がないといった実態の補足的な説明が過半を占めている。 

 

図表２-20 知的財産権が含まれる取引の有無 
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1)契約書等に､著作権等の知的財産権は発注者に

帰属することと示され､譲渡の対価の記述のない

案件があった

2)契約書等に､著作権等の知的財産権は､発注者へ

有償譲渡すると定められているが､対価は契約金

額に含まれるとされる案件があった

3)契約書等に､著作権等の知的財産権を､発注者へ

有償譲渡すると定められており､対価は契約金額

と別に支払われるとされる案件があった

4)ｺﾝﾃﾝﾂ版ﾊﾞｲ･ﾄﾞｰﾙ条項が入った契約書を取り交

わしたことがあった

5)契約書等に､著作権等の知的財産権に係る記載

がないにもかかわらず､納入時に中間生成物の譲

渡も求められた

6)その他

7)知的財産権が含まれる取引はない

8)無回答

(n=875)
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⑦新規中小企業者（創業 10 年未満）が求める応札対応（問 7） 

 新規中小企業者が、応札に対応しやすくするために、行政機関等の発注者側に求める対応

や配慮をたずねた。主だった意見としては、案件情報の検索や通知に関する意見、入札時期・

準備期間の確保、発注時期の平準化に関する意見、参加資格要件の見直しに関する意見、仕

様書の見直し・事前相談に関する意見、電子化・オンライン化や手続きの簡素化に関する意

見に大別された。以下に項目別に具体的な記述内容を示す。 

 

図表２-22 新規中小企業者が発注者側に求める対応や配慮 

【案件情報の検索や通知】 

・案件を出す際に、メールなどで連絡が欲しい。(製造業) 

・国立の研究所ではＨＰに調達・入札情報が掲載されているのでわかりやすい。調達情報のメールマガ

ジン配信サービスがあるところもあり、有難い。(小売業) 

・過去の入札額や仕様書の閲覧等容易にできないか。(建設業、労働者派遣事業) 

・入札案件をもっと探しやすくしてほしい。有料の入札情報サービスサイトもあるが高額で使えない。

(サービス業) 

・どこで入札の案件が出るのか分かり難く、有料の入札情報サイトを利用せざるを得ないため不便であ

る。(不動産鑑定) 

・説明会は必ず開催して欲しい。文書が行政独特なので、把握し難い。(ソフトウェア業又は情報処理サ

ービス業) 

【入札時期・準備期間の確保、発注時期の平準化】 

・公告～入札迄の期間が短い。長くして欲しい。(ソフトウェア業又は情報処理サービス業) 

・発注予定が早めに公開されれば予定がたてやすい。入札案件の公告時点で手一杯との事が多々ある。

(林業（育林サービス）) 

・年度末等に集中しがちな発注の時期平準化は必要。(小売業) 

・受注→契約→入金までのタームが長すぎる。中小企業では受注しても借入が必要な場合もある。前金、

中間金、清算のシステムが行政によってバラバラ。(サービス業) 

【参加資格要件の見直し】 

 -参加資格要件の緩和- 

・「過去に同様の案件を行なった事がある」という条件がついていると入札できない。(ソフトウェア業

又は情報処理サービス業) 

・実積の有無に偏重した応札要件の案件が多く、応札したくても条件に該当しないことが多い。法人格

が必須なども応札出来ない。(サービス業) 

・会社の歴史が浅いため、経験が豊富ではない分、チャレンジングなことを行うことをリスクまたは挑

戦として促えてほしい。(製造業) 

・入札資格の条件が幅広いとチャンスが増える。(ソフトウェア業又は情報処理サービス業) 

 -参加資格要件の厳格化- 

・予算額が低い案件は、極力入札資格上位の業者を対象外にしてほしい。(サービス業) 

・指名や参加資格の条件を厳格化してほしい。(文化財保存修理) 

 -参加資格要件の区分- 

・地域毎に入札参加資格を取得せねばならないため纏めてほしい。(サービス業) 

・印刷を伴う翻訳業務案件が、物品の製造・販売の区分で公告され、当社として「役務の提供」の資格

しかなかったために入札できなかったことが多々あった。案件内容の実態に即した区分で公募してほ

しい。(翻訳・データ制作) 
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【仕様書の見直し・事前相談】 

 -同等品等の明確化- 

・製品仕様や同等品条件の制約が厳しい場合があり、応札できないケースがある。また「○○社製品同

等以上」という仕様では、基準が明らかになっていない場合もある。(商社) 

・仕様書に特定の大企業しか手配出来ない材料・素材が含まれており、実質的な談合案件ではないかと

思われるものが散見される。(製造業)。 

・仕様書に、購入品名やメーカー・品番が指示されている場合、当該メーカーから仕入れを断られる場

合がある。同等品などの追記をしてほしい。また、製品の規格から材料メーカーが日本に１社しかな

く購入出来ないため入札に参加できないことがあった。規格等を一般的ものにしていただきたい。(小

売業) 

 -調達・選定方法- 

・応札案件は、プロポーザルがほとんどで、かなりの労力をかけても不採択になることが多く、時間を

ムダにしてしまう。仕様書に、ある程度決定事項を入れてもらいたい。また、実施に見合った金額を

事前にしっかり見積っておいてほしい。(サービス業) 

・入札決定方法が金額だけの場合が多い。その為、安価で質の悪いコンテンツが多く見られる。入札で

は企画書ベースの選定がベストと思われる。(コンテンツ業) 

・システム開発後、使用者（発注者）は変更を拒みがちだが、プロポーザルを公平に行い採用された例

があるのでシステム更新時のプロポーザルを義務化してほしい。(ソフトウェア業又は情報処理サー

ビス業) 

・国として、随意契約保証型の民間提案制度をもっと普及させてほしい。(サービス業) 

 -最低制限価格制度- 

・最低制限価格が示されていると良い。(サービス業) 

・評価点・入札金額の上限と下限の設定(サービス業) 

-事前相談- 

・いきなり発注するのではなく、中小企業のアイデアを集めて参考にしてもらうために事前に RFI を出

すなど、提案の機会を増やしてほしい。また、当該業務の経験が浅いと、当該業務が出来ないと思わ

れがちであるが事前にきちんと照会してほしい。(サービス業) 

【電子化・オンライン化の推進や手続きの簡素化】 

-入札手続きの電子化- 

・書面への捺印を少なくして頂きたい。入札案件などは、電子化して頂きたい。できるだけ、デジタル

化を進めてほしい。(製造業) 

・コロナ禍であっても入札への立会や直接持込があるが、メールもしくは郵送での書類送付可にしてほ

しい。(翻訳・データ制作) 

-入札説明会の動画配信- 

・説明会は動画配信とすればオンライン上でいつでも視聴可能になる。また申請手続は完全オンライン

化としてほしい。(コンサルティング業) 

-小規模事業者に配慮した、電子化と紙入札の併用- 

・電子入札が進んでいるが、小規模事業者は対応が難しいため、紙と併用して頂きたい。(製造業) 

-入札手続きの簡素化- 

・入札手続きが多すぎる。また仕様書が明確でないものがある（色、寸法等）(小売業) 

・当社のような小規模事業者が受注できるレベル（数百万円程度）の調査案件では、入札手続きに手間

がかかり過ぎる。(サービス業) 

【その他】 

・役務の提供では、案件の内容によっては物件の内容次第でプロポーザルでの選定と複数年の契約を行

うことが重要である。また入札制度では最低賃金が反映されることが難しい為、入札後に付加して落

札価格にするのも良いのではないか。(サービス業) 
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図表２-25 代表的な意見 

【案件情報の検索や通知】 

・案件を知る手がかりが少なく、一般の有料サービスを利用しないと、なかなか見つけにくい。これは
不平等であり公告情報を入手しやすくして欲しい。新規事業者が受注し難いシステムになっている。
(ソフトウェア業又は情報処理サービス業) 

・発注や入札の情報をメールで周知する等、インターネットを活用して情報をやりとりしていただきた
い。(サービス業) 

・緊急事態宣言の中、仕様書の閲覧等は役所を訪問しないと入札に参加出来ない案件があった。書類送
付やメールでの対応で済む様にしていただければ良かったと思う。(サービス業) 

・既往顧客の案件が激減する中で、官公需受注を是非増やしたいがどのようにアプローチしていいか模
策中である。オンライン等で行政側からも情報発信等して欲しい。(製造業) 

【入札時期・準備期間の確保、発注時期の平準化】 

・オンライン説明会の開催と、告知期間の１ヶ月程度の前倒しをお願いしたい。(ソフトウェア業又は情
報処理サービス業) 

・発注予定を出来るだけ明確化して欲しい。前払金、中間払い等の仕組み。契約書等書類の電子化をし
てほしい。(サービス業) 

【電子化・オンライン化の推進や手続きの簡素化】 

-入札手続きの電子化- 

・郵送での書類送付可、メールでの仕様書入手可としてほしい。地方の事業者は東京へ何度も訪問する
必要が生じ入札機会を減らさざるを得ない。東京の会社が有利になっているので、地方でも入札可能
となるように優遇措置を考えてほしい。(翻訳・データ制作) 

・プレゼンテーションや説明会、説明書面の交付はオンラインで行っていただきたい。(ソフトウェア業
又は情報処理サービス業) 

・入札手続きの電子・郵送対応の範囲を拡大していただきたい。(製造業) 

・地方自治体も web 会議等で打合せができるよう整備を進めて欲しい。(サービス業) 

-入札手続きの簡素化- 

・メール・FAX 等による見積依頼促進、押印や訪問の省略、提出資料の簡略化をお願いしたい。(小売業) 

・ハンコをやめてすべてオンライン処理ができるとよい。(サービス業) 

・紙類の提出をやめ電子データにして頂きたい。(ソフトウェア業又は情報処理サービス業) 

【感染予防対策費目の計上】 

・感染対策費（マスクや手洗い、うがい、消毒等の費用）として受注金額の１％程度は、項目を追加し
見積金額に加えていただくか、管理費に含める形で管理料率を上げて頂きたい。(建設業) 

・三密回避や感染対策経費を要するため工期と経費の見直しをお願いしたい(建設業) 

【コロナ禍での基準単価・実勢価格等の適正な把握】 

・コロナ禍での景気減退や売上減はどの業種でも避けられないが、官公庁案件は、安定していると見ら
れ、競争が激化し価格が下落している。地方自治体を支えるのは地域の中小企業であるからこそ、適
切な最低制限価格の設定と地元企業への優先的な入札参加資格の提供をお願いしたい。(製造業) 

・低入札案件が多く参考見積が参考とならない。最低落札額の設置をお願いしたい。(製造業) 

【事業開始後のオンライン・業務従事者のテレワーク支援による感染リスク軽減】 

・Zoom 等を使用した非対面でのプレゼンや打ち合わせの励行。(サービス業) 

・発注側が情報漏洩を危惧しておりリモートでのシステム接続は容易に行えない。受注時点で NDA を
締結している場合は、ネットワークを利用したシステム導入を迅速に許可頂きたい。許可に時間がか
かるため簡素化をお願いしたい。(ソフトウェア業又は情報処理サービス業) 

・常駐社員のテレワーク等の配慮(ソフトウェア業又は情報処理サービス業) 

・データ入力業務の受託は個人情報が含まれるものが多く、テレワークできない。資金的にも厳しい中
で社としてできるだけのことはしている。ところが、安価で落札したり大手が落札した案件が、結局
処理できないと持ち込まれることも多く、最低賃金に満たない。国や自治体からの入札案件の処理場
所は国内のみとして欲しい。(ソフトウェア業又は情報処理サービス業) 
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【事業開始後の人材確保に係るリスクへの配慮】 

・人材の確保が困難な状況であり、契約期間の延長（長期契約）等の配慮をお願いしたい。特にローカ
ルにあっては状況が悪化している。(小売業) 

・新型コロナウィルス対策で、テレワーク等で感染対策を行っているが、人員の確保が難しく工期を守
れない可能性がでてくる。(サービス業) 

・発注者側への人材派遣業務では必要に応じたテレワークを検討頂きたい。(サービス業) 

・従業員に感染症者が出た場合、当該現場に加え全現場が一時中止となった際の工期延長に配慮してほ
しい。(建設業) 

・ビルメンテナンス業は人の労働で対価を得るため従業員一人ひとりが感染防止に留意している。それ
でもコロナによる人手不足が生じた際は、契約業務の仕様を満たせないケースを容認する等行政側の
配慮をお願いしたい。(サービス業) 

【物品調達業務のサプライチェーンリスク等への配慮】 

・新型コロナの影響により調達が長期化している製品があるため納期は柔軟に対応頂きたい。(小売業) 

・コロナの影響による輸送の遅れもあり、納期の遅れ等に配慮してほしい。(小売業) 

・商品選定の基準や、同等品の許容範囲を拡大してほしい。また、欠品が予想される商品については、
納期の融通もお願いしたい。(小売業) 

・輸入により調達を行っているが、仕入先国のコロナの影響により納期が通常より長期間化するケース
が生じている。納期の柔軟対応を希望する。(輸入商社) 

・国産の調達等のこだわりがあってもよいのではないか。海外商品の納入が認められると、国内産業の
活性化は難しい。(製造業) 

【納期への配慮】 

・施工現場で感染者が発生し工事が中止となり工期に影響が出ると判断された場合、速やかに工期延長
をしてほしい。その際工事の評価には影響しないものとしてほしい。(製造業) 

・予算の年度内消化の観点から１２月～２月に案件が多くなるが、繰越しをもっと簡単に出来るように
してもらえると対応はしやすい。(小売業) 

・テレワークの実施に伴い、作業効率の低下が予想される場合は、工期延長や十分な工期を確保頂きた
い。(サービス業) 

・コロナの影響で様々な業務が変更・延期・中止になり、収益はないが業務が増加する中、特に行政の
仕事は納期厳守が求められるため、全国的に感染が拡大する状況でも納期に間に合わせるために出張
せざるを得ない。経営が厳しい中で余計な人件費やコロナ対策費は発生するにも関わらず、契約金は
見直しされない事も辛い。せめて納期に配慮頂きたい(コンサルティング業) 

・地方での現地調査等予定通り進まない場合、納期延長等の計画変更が必要。(サービス業) 

・新型コロナの為スケジュールが遅れてスタートした履行期限が年度末の案件は、契約見直しをお願い
したい。(コンテンツ業) 

・賠償責任からコロナウィルス関連を除いていただきたい。(小売業) 

【コロナ禍での事業遂行にあたっての発注者側の感染予防と迅速な応答】 

・契約時に、一回目の緊急事態宣言が発令され、契約業務に１ケ月以上要して着手できなかった。スピ
ーディーに契約くらいしていただきたい。(サービス業) 

・コロナを理由にしたテレワークによる（発注者側の）業務停滞がひどい。(サービス業) 

・行政機関が指定する方法での対面打合せを行っているが、業者側の感染対策（マスクの着用）に比較
して行政側（発注者）の着用が守られていないと感じる。(サービス業) 

・清掃や警備、管理等のビルメンテナンス業は、行政窓口の思い切ったクローズ等がない限り、平常通
り現場での従事を余議なくされる。行政機関が働き方改革を進めなければ我々の改革はできない。(サ
ービス業) 

・現用している施設では、発注者と管理者の見解が異なり、実際の業務期間が限られたり、密な状況で
の作業が強いられている。時間・空間的配慮をお願いしたい。(建設) 

【コロナ禍での契約金額等への柔軟な対応】 

・経費の前払いや中間払い等へ対応頂きたい。(文化財保存修理) 

・期中の単価修正を認めていただきたい。(卸売業) 
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⑩国や地方自治体等への意見・要望など（問 9） 

 前節までに挙げられた意見以外の、その他の国や地方自治体等への意見や要望等につい

て、197 の意見があげられた。これらを大別すると、調達情報の提供方法等について、電子

化・オンライン化について、入札価格について、分離・分割発注について、入札等事務手続

きについて、発注時期間や履行期間について、参加資格・参加要件について、その他に整理

された。 

それぞれの項目についての主な意見は次のとおりである。 

 

図表２-26 その他国や地方自治体等への意見・要望など 
 

【調達情報の提供方法等について】 

・調達ポータルサイトの検策項目に等級を追加してほしい。(製造業) 

・昨年初めて資格を取得したが、案件検索や入札方法等が良くわからなく、先に進めない。これらを指
導してほしいが、新規事業者には簡単にはできない。(製造業) 

・随意契約等の入札参加の方法等が知りたい。全省庁統一資格をもっているが、受注機会を得る入札等
の参加方法が詳しく知りたい。(製造業) 

・発注予定案件のリストを掲示してほしい。(卸売) 

・発注や入札情報のメールでの周知。(サービス業) 

・自社にあった入札案件の自動メール連絡があるとよい。(サービス業) 

・インターネット以外の入札案内、定期的な紙での募集や案内が欲しい。(小売業) 

・落札結果（業者、価格）を絶対に教えない発注者がいるが公表してほしい（特に国の機関）。(小売業) 

・印刷物の入札に先立ち、事前にサンプルや現物の確認ができると良い。(製造業) 

・入札時、同等品として申請され、合格となった製品を通知して頂きたい。(小売業) 

【電子化・オンライン化について】 

・WEB 会議に未対応な省庁が多く感じる。昨今訪問も難しいため、WEB インフラを整えて頂きたい。
(製造業) 

・電子入札システムの有効活用（特に物品入札）。全市町村に参加してほしい。(小売業) 

・入札時のペーパー書類の多さを電子化でスマートにしたい。(サービス業) 

・WEB 上での電子閲覧や電子入札の強化。(ソフトウェア業又は情報処理サービス業) 

・インターネットだけでは困ります。高齢でインターネットをしていません。(製造業) 

・電子入札をやめてほしい。物品の販売の入札案件は総合的な為参加ができなくなる。(御売業) 

【入札価格について】 

・適正な価格で購入頂きたい。(小売業) 

・予算が明確に提示されたうえで企画提案内容で判断いただきたい。価格調達はレベルの低い事業者が
参入し、誰にとっても不幸である。(サービス業) 

・落札業者、落札価格の公表、最低価格の撤廃(サービス業) 

【分離・分割発注について】 

・工種「情報通信設備工事」への分離発注が充分に行なわれていない。物品発注に含まれていることが
多く各自治体への対応指導をお願いしたい。(建設業) 

・取り扱いがないメーカー・商品は応札できないのは仕方ないが、多数の調達物品の中で１つだけ取り
扱いがないために応札できない場合がある。(卸売) 

・発注する際に、複数の業務を組み合わせて発注するのではなく、業務毎に分割発注することで受注機
会を増やしてもらいたい。(サービス業) 

・大型案件を分離する等の小規模事業者の参加機会をいただきたい。(小売業) 

・案件を細分化して公募・入札してほしい。(サービス業) 
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【入札等事務手続きについて】 

・入札時、提案書を電子データで提出しているのに 10 部など整本して提出しなければならない。おか
しいと思う。(サービス業) 

・補助金や助成金にて手厚い配慮をして頂いているが、申請に際し特に書類等の簡素化をお願いしたい。
例えば印鑑証明や納税証明の添付を要求されるが法人番号から検索可能なはずで、申請企業に負担を
させないで欲しい。(サービス業) 

・市町村に対して行う定期入札参加資格審査申請について簡略化を希望する。この申請は各々の市町村
毎に、２年毎の定期提出を行うが、申請書の書式がまちまちで、申請書の作成に多大な時間を要して
いる。そこで、①申請書書式の統一化、②同一市町村に対し納品実績の優良性が確認できた企業に対
しては申請の免除を検討頂きたい。(小売業) 

【発注時期や履行期間について】 

・人員不足の中、技術者の専任配置などの緩和を希望する。評価型の入札の際に、落札決定までに１ヶ
月等要すると、その間結果的に技術者が拘束され、入札に参加できないという問題が生じる。(建設業) 

・自治体によっては入札から納品までが非常に短い。事前に１社だけではなく複数社の意見を聞いて期
間を設定して欲しい。(小売業) 

・公示期間を長くしてほしい。(建設業) 

・入札等の時期の分散化を要望。(サービス業) 

・公示~企画提案までの期限を長めに設定してほしい。小規模事業者は常に人手不足で、企画提案の準
備に十分な人手と時間をかけることが出来ないためあきらめてしまう案件が多い。また、得意分野の
異なる２社以上の小規模事業者がタッグを組んでの「チャレンジ案件」があると良い。(コンサルティ
ング業) 

・降雪地域等は、年度内完成の考えを変えるべきと思う。規模の大きなものや補助金によるものは、北
海道では冬期間の条件の悪い時の施工になってしまう。(製造業) 

【参加資格・参加要件について】 

-地域要件- 

・地方自治体には、地場企業育成を考慮した発注をお願いしたい。(製造業) 

・地方自治体の入札に関して所在地を限定することを改善してほしい。(製造業) 

-等級- 

・Ｄのみ、Ｃのみといった、中小企業に相応しい入札をお願いしたい。国であっても、地産地消の考え
方で、当該施設が立地する地域の事業者を中心に入札させていただきたい。(小売業) 

・中小企業でも当社のように５人以下の小さな会社と 100 人をこえる大手が同じ土俵で競争するのは
厳しい。A~D のランク制をもっと活用してほしい。(サービス業) 

-類似実績- 

・売上高の減少により等級が下がり、以前納入していた入札に参加できなくなった。等級の基準に納入
実積を加えて欲しい。(小売業) 

・一般競争入札での受注が多いが、業務を拡大したくとも、実績がないため入札に参加ができない。(サ
ービス業) 

・受注実績があれば何でも応札ＯＫというのはおかしい。業務に携わる資格者が元請業者にいないまま
発注をするのは、業務の丸投げに見える。地元企業の成長第一という考えは理解するが、何もわかっ
ていない会社が受注して協力業者にすべてやらせるのはおかしい。資格の取得や、社員への教育に資
金を投入している専門業者をないがしろにしすぎている(サービス業) 

・実績を問う案件は、もっと簡易で幅広な類似実績にして頂きたい。(建物維持保全) 

-その他（事業場・他の資格）- 

・入札参加資格要件がマンネリ化している（ISO 等）。業務実積も範囲が狭い。(サービス業) 

・えるぼしやくるみん等の評価制度は、中小企業にとって不利である。中小企業が不利にならないよう
な評価制度を作っていただきたい。(サービス業) 

・自治体からの長期安定受注を目指してＰマーク、ISO、ISMS の認定を取得したが、実際にはＡランク
のみしか参加資格がない案件が多く、大企業が落札し海外拠点で対応している。海外で処理されては
単価的に到底競争できない。せめて作業場を現地審査し契約頂きたい。(ソフトウェア業又は情報処理
サービス業) 
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・実績のハードルが高すぎる発注機関がある。財団法人との取引実績があっても、独立法人への実績が
ないと応札できないなどの要件が提示されたものがある。(運輸業) 

・入礼条件に「環境配慮法」等の項目は記載されているが、行政の入札において考慮されることがほぼ
なく、金額のみに重点が置かれている。ISO や SDGs に積極的に取り組み、コンプライアンスを重視
する企業を優先させていただきたい。(産業廃棄物処理業) 

【その他】 

・印刷業務における知的財産権への配慮が足りない。全ての著作権を発注者に帰属させる、あるいは納
品時に著作権も一緒に譲渡させることが当然のように考える担当者が多い。コンテンツ版バイドール
契約など考える余地もない。(製造業) 

・購入部品や材料費の値上げによる製品価格の見直しは柔軟に対応頂きたい。(製造業) 
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②調査方法 

 Web ミーティングまたは電話による聞き取り調査 

 

③調査実施時期 

2021 年 2～3 月 

 

④調査項目 

調査項目は次に示す通りである。 

アンケート回答のあった企業については、記述のあった項目を中心に、具体的な案件の詳

細を把握した。 

また、印刷会社については、主に知的財産権が含まれる取引の実態について詳細を把握し

た。 

図表２-28 主な聞き取り項目 

・企業概要 

 －創業年、業種、常時雇用従業者数、売上高、全省庁統一参加資格（区分・品目等） 

・行政機関等からの受注実績 

－受注の有無と年間件数／受注総額が売上高に占める割合 

・契約の方針に係る課題や改善点 

－最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直しについて 

－自社の働き方改革推進を阻害または逆行する案件について 

－知的財産権が含まれる取引について 

－新規中小企業者の案件受注に向けての行政機関等の対応や配慮について 

・新型コロナウィルス感染症禍における中小企業者等への行政機関等の配慮 
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（２）調査結果 

①受注した案件における知的財産権の取扱い 

 印刷業務については、依然として、著作権・知的財産権を行政機関等へ譲渡する契約が残

っている。また、近年の特徴としては、ウェブサイトにアップロードするための電子データ

の納品を行政機関等から要請されるケースが増加しており、事業者にとっては、目的外利用

に対する懸念が高まっている。実際に他の目的で利用されてしまうケースもある。 

その一方で、平成 29 年度の「国等の契約の基本方針」に知的財産権の価値について留意

した契約とするよう努めることが明記されて以降、使用権のみを行政機関等に譲渡し、所有

権は事業者に残すという動きが見られるようになっている。先進的な行政機関と事業者と

の間では、コンテンツの電子データを納品する場合は、印刷会社で使う高解像度データでは

なく、ウェブサイト掲載やプリンタでの印刷等に耐えうる程度の低解像度データを提供し、

コンテンツのバイ・ドール契約を結ぶとともに、利用許諾内容を定めた「使用許諾書」を取

り交わす例もみられるようになっている。ただし、その場合でも、対価を徴求するようなケ

ースまでは見られない。 

ヒアリング企業からは、このような取組については、全体的に国や都道府県での対応は進

みつつあるが、市町村では知的財産権に対する理解が及んでいないケースが多いとの指摘

があった。国等からの説明会の機会を増やしたり、複数の部課からの出席を募ったりしつつ、

特に市町村に対して、知的財産権についての理解を促す支援が求められる。 

 

図表２-29 主な聞き取り内容：受注した案件における知的財産権の取扱い 

【依然として著作権・知的財産権を譲渡しているケース】 

・ａ県では、現在のところ、印刷物のデザインに係る著作権・知的財産権はすべて県に譲渡する

契約になっている。ａ県内の業界団体の理事長からは、「印刷物と知的財産権分を分離発注し

てもらえないか。データを欲しいなら、それを別契約にしてもらえないか」と持ちかけたこと

があるが、県からは「後で知的財産権を買い取ってもらえることが分かっていたら、印刷物の

価格を値下げして入札する業者が増えることになるが、それでも良いのか」と言われてしまっ

ている。結局、知的財産権の扱いについては、「ａ県に移譲すること」が仕様書に書いてあり、

印刷業者は、それを分かった上で入札しているはずである、というａ県の論理を崩せていな

い。（企業 C） 

・以前は「版下」を印刷会社が預かっていたので、県が元データまで要求することは無かったが、

地図情報が電子データ化され、二次利用しやすくなった途端に元データまで要求するように

なった。「事業者はそのことを理解した上で入札に参加しているはずである」という論理を持

ち出してくるが、元データまでなぜ必要になるのか、その使用目的の範囲を仕様書上に明記し

てほしい。（企業 C） 

【使用権と所有権の分離】 

・印刷業務の発注は、①物品調達と、②役務提供の２種である。①物品調達のケースでは、担当

部署等も知的財産権について理解を示している。かつての仕様書・契約書には、知的財産権は

すべてｂ県に帰属するといった記述が目立ったが、昨今では、コンテンツの使用権はｂ県にあ
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るが、コンテンツの所有権は受注した事業者側に残るとされるケースが増えている。ただし、

有償で知財をｂ県に譲渡するのでは、ｂ県は余分な費用がかかることになるため、このような

契約を嫌うことが多い。一方で、知的財産権が当社に残る契約形態になっても、県職員の意識

が低いことで、他課などで勝手に使われてしまうことがある。（企業 A） 

・ｂ県の②役務契約では、すべての権利が発注者側にあるとの記述のままであり、知的財産権を

事業者に残すよう要望もしているのだが、未だかなわない。そのコンテンツをどのくらいの期

間、どのような媒体として用いるのかが明記されなければ契約とは言えず、利用実態に即した

フィーの試算もできない。（企業 A） 

【コンテンツのバイ・ドール契約を結ぶケース】 

・ｃ省との契約では、「成果物はすべて発注者（ｃ省）に帰属する」というこれまでの契約内容

から、発注者は「成果物を何に使い、期限はいつまでとする」というような文言を仕様書に入

れるよう変更されることになった。さらに著作権を受注者に残し、発注者に使用権を与えるコ

ンテンツのバイ・ドール契約の契約書フォーマットが公表されるようになった。（企業 B） 

・近年、ニーズが大きいのは、ネット上に印刷物（PDF）等のコンテンツを置きたいというもの

である。印刷物の場合、必要部数を刷り終わると、その中の絵を別の事業やイベントで使うと

ころまでは発展しない。これに対して、データ納品の場合は、他の目的で利用したい、ｄ県が

市町村に対してキャラクターの画像を配りたい等のニーズがある。そこで、印刷会社で使う高

解像度データではなく、ウェブサイト掲載やプリンタでの印刷等に耐えうる程度の低解像度

データを提供する場合がある。その場合、2019 年度からはコンテンツバイ・ドール契約を結

ぶようになった。（企業 B） 

・県立大学から受注した Web コンテンツについては、コンテンツバイ・ドール契約を締結して

納品した。納品した学校案内のマップデータを、後日学内や庁内で利用することが必要となっ

たとのことで、許諾内容を定めた「使用許諾書」を取り交わした。学内利用なので、低解像度

データを提供し、許諾書の範囲であれば無償での利用を許可することとしている。当社として

は、学校案内（印刷物）を受注しているので、仕様書の書き方を従来版から変えて頂き、使用

に対する対価はとっていない。この様式は、業界団体で作成・共有している。（企業 B） 

【地方自治体での理解促進の必要性】 

・県も市町村も、担当者が変わると以前の仕様書様式を使ってしまう場合があり、再度、知的財

産権の取り扱いについて説明することが必要になる。「国等の契約の基本方針」にも書かれて

いることを説明すれば、先方も「そういうものなのか」と納得してくれる。文句を言われたこ

とはない。毎年４月に国からの契約方針についての説明会があるが、県や市町村の発注担当者

はもっと出席して内容の理解に努めるべきであろう。県の商工労働部（中小企業庁のカウンタ

ーパート）は参加しているが、調達担当の部・課は参加していないケースが多い。どのような

ポジションの方を説明会に呼ぶかも、検討が必要ではないか。（企業 B） 

・「国等の契約の基本方針」が出ると、国と県は対応する方向で動いてくれている。問題は市な

どの基礎自治体で、そもそも権利の帰属先を意識したことすらないように思う。地方自治体向

けに毎年中小企業庁による説明会もあるが、基礎自治体や、会計課などの産業労働系でない部

署は出席していないかもしれない。（企業 D） 
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②働き方改革の推進を阻害または逆行するような受注案件 

毎年、同じ事業者が受注する場合、発注者から特段の指示を出さなくても事業者側で業務

内容を十分に理解しているため、業務遂行が効率的に行われる可能性が高い。しかし、事業

者同士の価格競争を促すために入札業者を増やしたいという発注者側の意向もあり、近年

は多数の事業者が入札に参加するようになっている。その結果、受注業者も多様化している。

新しい受注業者に業務内容を理解させたり、指示を出したりする責務は、本来は発注担当者

にあるが、定期的な異動等により、発注担当者が業務内容や前年度の納品成果物を十分に理

解していないケースがある。そのような場合、今年度業務を担当する事業者に対して、前年

度の受注者に引き続きの業務負担を強いる例が見られる。発注担当者は、業務内容や成果物

について十分に理解をした上で、次年度事業者と契約することが求められる。 

なお、ヒアリング対象とした企業からは、発注が集中する時期はあるものの、数年前に比

べて発注者側からは、業務が一時期に集中しないような配慮が見られる、という意見が大勢

であった。しかし、発注時期が年度後半に集中するため、作業時間確保に苦慮しているとい

う意見も依然として一部にあった。 

 

図表２-30 主な聞き取り内容；働き方改革の推進を阻害または逆行するような受注案件 

【働き方改革を阻害する要因】 

・当社では、基本的に前年度の受託業者から作業工程や算出方法等を教えてもらうことはなく、

前年の関連資料・成果物（マクロを解除したエクセルファイル等）をもとに、前年度担当者の

考え方・手法を読み解き、前年のやり方を踏襲しつつ、新しいやり方を取り入れながら業務を

進めるものと理解して取り組んできた。しかし、他の事業者が受注した今年度は、短納期発注

やｅ県担当者の業務に対する理解不足もあるだろうが、前年度受注者である当社に対して、算

出方法や数値結果に対する詳細な問い合わせが度々入っている。そのたびに引き上げたデー

タを参照し、説明内容を検討しなければならず、対応に多くの時間を要している。（企業 E） 

・発注者側からのデータ提供が遅れると、短期集中での作業を余儀なくされる。特に、近年は担

当者の調整力が低く負担が大きかった。（企業 E） 

【働き方改革への配慮】 

・ここ数年発注時期に改善がみられ、前倒しして頂けるケースがふえた。３月納品の案件は、き

ちんと１月迄に発注されており、事業者としては、２～３月で対応すればよい。発注者は、業

務が平準化するように意識されているのではないか。（企業 A）（企業 B） 

・２~３月に発注は集中する。ただし、業務内容には柔軟に相談に乗っていただけるようになっ

てきたと感じている。（企業 F） 

・発注環境によっては、予定通りに施工が進まず、対応困難な条件下での業務発注（日時を指定

した急な業務依頼等など、状況は様々）が寄せられることもあるが、働き方の改善等を理由に

断ることも可能な環境になってきている。（企業 G） 
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③受注した案件における最低賃金額の改定に関する対応 

ヒアリング対象とした企業からは、人件費単価として最低賃金額を設定している者が含

まれており、かつ契約期間中に最低賃金額の改定時期（10 月）を挟み、比較的長期間にわ

たって保守管理の役務提供などが行われる場合には、行政機関側から最低賃金額の改定に

伴う契約金額の変更の申し出がある、とのことであった。 

最低賃金額以上の単価の人員が多数を占める場合や、短期で終了する業務の場合は、当

初どおりでの契約であり、契約変更が行われないようであった。 

 

図表２-31 主な聞き取り内容：最低賃金額の改定に関する対応 

・ｆ市の公園の樹木等管理業務の仕様書には、最低賃金額の改定があるときは価格を変更する旨

の記述があった。当社には最低賃金額での業務従事者がいたので、10 月の最低賃金額改訂に

あわせ、ｆ市のほうから契約変更を言っていただき、手続して対応をしてもらえた。その結果、

契約金額が増額となった。（企業 F） 

・契約変更の有無は発注時期によって決まるが、当社の場合は年度初期に予算が確定後すぐに発

注となる業務が多く、契約変更になるケースが多い。担当も手続に慣れており、毎年定型の手

続として行われ対応している。契約変更の対応は、ｇ省地方部局のほか、県、市等どの地方公

共団体でも行われており、また、ｈ機関やｉ機関でも同様の対応がとられている。（企業 G） 
 

 

④新型コロナウィルス感染症拡大に関する発注者側からの配慮 

特に、打ち合わせについては、密を避けるため、Web 会議の利用が認められるケースが

増加したようである。これは、これまで中央省庁の案件に応札しにくかった地方立地の企

業にとっては、応札促進に繋がる。 

 

図表２-32 主な聞き取り内容：新型コロナウィルス感染症拡大に関する発注者側からの配慮 

【新型コロナウィルス感染症拡大に関する影響】 

・発注者からは、現場で新型コロナウィルス感染症の発生防止を強く求められている。もし、現

場で新型コロナウィルス感染症が発生した場合は、契約書内に記載はないが、工期延長は認め

られている。（企業 G） 

・新型コロナウィルス感染症の拡大により、夏場は業務発注が停滞し、受託業務においても調査

が進められなかった。そのしわ寄せが秋以降に来ており、非常に多忙な状況となっている。（企

業 E） 

【地方立地の企業に対する配慮】 

・公告後から応札後まですべて対面・訪問が前提となっているため、地方の企業では応札しにく

い。実際にこれまではほとんどが東京の翻訳業者が受注していたが、当社が受注した際に、打

ち合わせをメールや Web 会議で提案すると、応じて頂ける場合が増えた。今年度は新型コロ

ナウィルス感染の拡大の影響もあり、Web 会議を認められることが多い。（企業 H） 
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⑤その他、行政機関等からの発注に関する国や地方自治体等への意見等 

発注時期の遅れにより積雪の影響を受ける地域において、単年度契約から複数年度契約

に変更したことにより、積雪の影響を受けないで作業ができるように配慮を頂いたという

意見がある一方、中小企業においては、作業に当たる有資格者を複数年確保することに対

する難しさの指摘があった。 

また、単価契約における、実績数量と見積数量に著しい差異の是正を求める意見があっ

た。単価契約は、契約締結時には総額が確定しないため、推定総金額（単価×予定数量）

を定めて契約するが、予定数量は発注者の都合により増減することはあり得る。ただし、

単価契約では、予定数量が入札金額の重要な要件であることから、実績数量が予定数量と

大幅に乖離することは好ましくない。発注者は、確度の高い数量を見積もる必要がある。 

さらに、発注業務区分が納品物と合っていないのではないかとの指摘や、副業・兼業が推

進され、フリーランサーとのコラボレーションにより業務を遂行するケースが増えている

ことから、資格等級のランク付けによる参加要件を見直すべき、との意見もあった。 

 

図表２-33 主な聞き取り内容：行政機関等からの発注に関する国や地方自治体等への意見等 

【人材の流動性に対する配慮】 

・ｇ省から調査を受注している。半年程度現地調査が必要だが、発注時期が後ろにずれ込むこと

で、対象地域が積雪期にかかってしまい調査に影響を及ぼしていた。そこで、従来単年度発注

だったところ、５年間の契約に変更された。調査実施上は望ましい発注方式の変更だが、５年

間、調査を実施可能な資格を有する技術士を確保しなければならない。資格のみならず経験も

必要とされるが、山間部への立入調査のため高齢になると５年間継続して業務を担当できる

かも不安視される。大手事業者であれば人員体制も厚いので対応できると思うが、中小企業で

は有資格者の確保も課題となる。（企業 E） 

【単価契約案件における見積数量の適正化】 

・ｊ省地方部局から発注された業務において、入札により項目ごとの単価契約を締結したが、発

注者都合により予定数量が大幅に減少し、実績総金額は契約時の推定総金額の 10 分の１程度

となった。予定数量が大幅に変更される場合は、契約に見直し条項があるにもかかわらず、契

約単価の見直し要望は一切聞き入れられなかった。実績数量が予定数量の７～８割程度なら

受け入れられるが、10 分の１にまで減少すると、事業者の経営に対する影響も大きい。発注

者は、予定数量の見積りができていないのではないか（企業 J）。 

【発注区分の変更】 

・翻訳物の発注を「物品の製造・販売」で公示しているが、本来は、業務内容的には役務の提供

ではないか。調達物の括り方を見直す必要があるように思う。これでは、資格が異なり、折角

のスキルを活かした翻訳事業者なども適切に応札できていないと思う。（企業 H） 

【資格等級ランク付けの見直し】 

・官公庁では、資格等級を会社規模（資本金）でランク付けしているが、翻訳業務等は、ニッチ

な言語を扱う個人事業主などとの連携が不可欠で、大規模化しすべての言語の対応者を社内
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に抱えることはありえない。たとえば、当社においても、翻訳者だけではなく、デザイナーや

DTP オペレーター等、協力して頂ける外部のフリーランス人材が何百人も擁しており、案件

ごとに声をかけてチームを組成している。フリーランスの人材にとっても、一社に依存するよ

りも、様々な事業者から受注が可能となる方が良いだろう。副業・兼業が推進される中で、発

注要件の見直しも重要なのではないか。現代においては、規模が無いと受けられないという業

務はないと考えるが、行政機関は、会社規模が大きくなければ業務を遂行できないと思い込ん

でいるのではないかと感じる。（企業 H） 
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１．低入札価格調査結果の公表状況 

対象期間（令和元年 10 月～令和 2 年 9 月）の低入札価格調査の実施件数は、1,502 件で

あった。 

平成 22 年 4 月から平成 23 年 9 月までの年平均が 1,907 件1、平成 23 年 10 月から平成

24 年 9 月の実績が 1,903 件、平成 24 年 10 月から平成 25 年 9 月までの実績が 1,668 件、

平成 25 年 10 月から平成 26 年 9 月までの実績が 1,269 件、平成 26 年 10 月から平成 27 年

までが 1,006 件と減少傾向を示した。その後、平成 27 年 10 月から平成 28 年 9 月までが

1,093 件、平成 28 年 10 月から平成 29 年 9 月が 1,317 件と増加すると、平成 29 年 10 月～

平成 30 年 9 月には 1,114 件に減少している。今回の調査結果はこれから再び増加に転じた

結果となっている2。 

案件の種別（工事、物品、役務）の実績をみると、工事が 1,169 件と全体の 77.8％を占

め、役務が 22.2％であった3。 

 

図表３-2 低入札価格調査の公表状況 

 
注）工事、物品、役務の業務区分は、各発注機関の公表資料の定義に従った。 

 

 

 

  

                                                   

 
1 同期間（1.5 ヶ年）の実施件数は 2,861 件であり、１年分に換算すると 1,907 件（中小企業庁「平成 23

年度官公需発注が中小企業者の事業活動等に与える影響に関する調査報告書（平成 24 年 2 月）」 
2 平成 30年 10月から令和元年９月分までについては、調査が行われていない。 
3 入札契約適正化法第 3 条第 2 項により、公共工事の入札及び契約については、入札及び契約の過程並び

に契約の内容の透明性が確保されることとされていることから、結果がウェブ上で公表されていること

が多いと考えられるものの、役務、物品の製造については必ずしもウェブ上で公表されていないと考え

られる点に留意が必要である。 

業務の種類 件数 構成比

工事 1,169       77.8%

物品 -               0.0%

役務 333          22.2%

全体 1,502       100.0%
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２．最低入札価格の予定価格に対する割合 

 低入札価格調査が実施・公表された案件のうち、最低入札価格と予定価格が公表されてい

る 1,260 件について、最低入札価格の予定価格に対する割合を算出したところ、全体の平均

値は 71.8％であった。 

業務種別の実績をみると、工事の平均値は、74.3％である。また、最小値と最大値の開き

は、27.7％から 97.3％となっていた。 

役務は、平均値が 57.5％と工事に比べて低く、最小値と最大値の開きは 0.0％4から 87.0％

である。 

平均値自体は過年度調査とほぼ同じであるが、極端に低い価格で入札している業者が一

部に存在していることがうかがえる。 

 

図表３-3  最低入札価格の予定価格に対する割合 

 
注）工事、物品、役務の業務区分は、各発注機関の公表資料の定義に従った。 

 

 

  

                                                   

 
4 0.0％とは、千円未満の入札（0 円入札や、2 円入札）が存在しているためである。 

業務の種類 件数 平均値 最大値 最小値

工事 1,073       74.3% 97.3% 27.7%

物品 -              - - -

役務 187         57.5% 87.0% 0.0%

全体 1,260       71.8% 97.3% 0.0%



41 

３．調査基準価格5の予定価格に対する割合 

 低入札価格調査が実施・公表された案件のうち、調査基準価格と予定価格が公表されてい

る 1,038 件について、調査基準価格の予定価格に対する割合を算出したところ、全体の平均

値は 86.9％であった。 

業務種別の実績をみると、工事の平均値は、89.0％、役務は 75.8％であった。 

 

 

図表３-4 調査基準価格の予定価格に対する割合 

 
注）工事、物品、役務の業務区分は、各発注機関の公表資料の定義に従った。 

 

 

  

                                                   

 
5 低入札価格調査を実施する際の基準。予算決算及び会計令第 85条において、「当該契約の内容に適合し

た履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準」として、この価格を下回った場合

には調査を行うこととしている。 

業務の種類 件数 平均値 最大値 最小値

工事 871         89.0% 92.1% 54.5%

物品 -              - - -

役務 167         75.8% 85.0% 50.0%

全体 1,038       86.9% 92.1% 50.0%
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４．契約価格の予定価格に対する割合 

 低入札価格調査が実施・公表された案件のうち、契約価格と予定価格が公表されている

1,407 件について、契約価格の予定価格に対する割合を算出したところ、全体の平均値は

70.7％であった。 

業務種別の実績をみると、工事の平均値は、73.8％、役務は 56.9％であった。 

 また、最小値を見ると工事は 27.7％、役務は 0.0％である。 

 

図表３-5 契約価格の予定価格に対する割合 

 
注）工事、物品、役務の業務区分は、各発注機関の公表資料の定義に従った。 

 

 

 

 

 

  

業務の種類 件数 平均値 最大値 最小値

工事 1,147       73.8% 97.3% 27.7%

物品 -               - - -

役務 260          56.9% 87.0% 0.0%

全体 1,407       70.7% 97.3% 0.0%
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５．最低入札価格の調査基準価格に対する割合 

 低入札価格調査が実施・公表された案件のうち、最低入札価格と調査基準価格が公表され

ている 1,010 件について、最低入札価格の調査基準価格に対する割合を算出したところ、全

体の平均値は 82.6％であった。 

種別の実績をみると、工事の平均値は、83.7％、役務は 77.2％であった。 

 

図表３-6   最低入札価格の調査基準価格に対する割合 

 
注）工事、物品、役務の業務区分は、各発注機関の公表資料の定義に従った。 

 

 

  

業務の種類 件数 平均値 最大値 最小値

工事 842         83.7% 100.0% 30.4%

物品 -              - - -

役務 168         77.2% 100.0% 12.7%

全体 1,010       82.6% 100.0% 12.7%
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６．最低価格入札者と落札者の相違 

最低価格入札者名と落札者名の情報がともに公表されていた案件（1,502 件のうち 1,292

件）について、最低価格入札者と落札者とが異なる案件は 39 件（3.0％）のみであるが、前

回調査の 6.4％から低下している。 

また、案件の種別（工事、役務）にみると、最低価格入札者と落札者とが異なる案件 39

件（3.0％）のうち、工事が 24 件（2.2％）、役務が 15 件（7.4％）であり、役務の割合が高

くなっていることが分かる6。 

 

図表３-7 最低価格入札者と落札者が相違している案件 

 

注）工事、物品、役務の業務区分は、各発注機関の公表資料の定義に従った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   

 
6 （ ）かっこ内数値は、最低価格入札者と落札者とが異なる割合（不一致割合）。 

業務の種類 件数
最低価格入
札者と落札
者が一致

最低価格入
札者と落札
者が不一致

不一致割合

工事 1,090     1066 24               2.2%

物品 -            - - -

役務 202        187 15               7.4%

全体 1,292     1253 39 3.0%
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第４章  官公需適格組合の取組事例調査 

 官公需適格組合制度は、官公需の受注に意欲的であり、受注体制等一定の要件に該当する

組合について、その申請に基づき経済産業局長等が証明する制度（令和 2 年 9 月末現在：

890 組合が官公需適格組合として証明を取得。内訳は物品 181 組合、役務 496 組合、工事

213 組合）である。 

中小企業庁では、およそ 2 年に 1 度、官公需適格組合の概要についてとりまとめ、「官公

需適格組合便覧」として公表している。今般官公需適格組合制度の一層の周知徹底と官公需

適格組合の積極的な活用に資するため、個々の組合の取組事例（概要）を調査し、「官公需

適格組合便覧」を更新した。 

 

１．調査内容 

各官公需適格組合の組合概要として、以下の内容を更新した 

【共同受注実績】 

受注件数、受注金額、主な受注品目、主な発注機関 

【組合の PR】 

組合の体制、組合としての強み・特長等 

【団体データ】 

所在地、連絡先、設立年月日、出資金、組合員数、組合が受けている資格・許可等 

 

２．作成手順 

1）令和 2 年 10 月末時点の官公需適格組合のリスト（881 組合7）を中小企業庁取引課から

提供 

2）すべての組合の連絡先（電話番号、メールアドレス等）を確認 

3）すべての組合に対し、原稿フォーマットを送り、原稿作成依頼を行う。 

4）原則として、すべての組合から原稿を回収することとしたが、掲載を辞退した組合が 106

件あったため、最終的な回収数は 775 組合であった。 

5）最終原稿については組合に掲載の確認を取った上で、都道府県ごとに PDF 形式として

納品した。 

 

なお、「官公需適格組合便覧」更新版への掲載組合（775 組合）の一覧は、参考資料編を参

照されたい。 

 

  

                                                   

 
7 890組合分のリストを頂いたが、重複分があったため、実数では 881組合であった。 
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 参１-1 

参考資料１ アンケート調査票 

行政機関等からの受注に関するアンケート調査 
 
 

ご回答にあたってのお願い  
◆本調査票での「行政機関等」とは、国（中央省庁、〇〇局などの地方支分部局）や地方公共団体（都道府県や市区町

村）及びこれらの団体に関連する国立・都道府県立・市区町立の機関や独立行政法人や国立大学法人などをいいます。 

◆本調査では、貴社が、上記「行政機関等」と、直接契約を行った案件についてご回答をお願いいたします。（貴社が、

行政機関等の案件を落札した他者の再委託先となった案件は対象外です） 

◆本調査では、「工事」は除きます。 

◆本調査は、Ⅲ以降に、案件のご紹介や、自由記入をお願いする設問がございます。回答欄が不足している場合、お手

数ですが当該回答欄をコピーいただくか、または別の用紙にご記入いただければ幸いです。 
 

Ⅰ：貴社の概要等についてうかがいます。 

問1 貴社の概要  
 

1）会社設立年 

（数字を記入） 
西暦［          ］年 

２）業種 

（１つに〇） 

１．製造業   ２．運輸業 

３．小売業   ４．サービス業（「５」を除く）  

５．ｿﾌﾄｳｪｱ業又は情報処理ｻｰﾋﾞｽ業６．その他（具体的に：     ） 

３）常時雇用従業者数 

※令和３年1月1日現在 

（１つに○） 

１．５人以下      ２．６～10人 

３．11～20人         ４．21～50人 

５．51～100人       ６．101人以上 

４）直近の決算期にお

ける売上高 

（１つに○） 

１．～5千万円以下      2．5千万円超～１億円以下 

３．１億円超～３億円以下  ４．３億円超～５億円以下 

５．５億円超～10億円以下 ６．10億円超 
 

問2 貴社が取得している『全省庁統一資格』について伺います。下記 A～C のそれぞれで取得している資格

について、１）に○を付け、2）営業品目について、この調査票の巻末 p6 にある別紙から最大３つま

で記入してください。 
  

全省庁統一参加資格 
の種類 

1)全省庁統一参加資格の有無 

※取得している場合○ 
2）主な営業品目 

※別紙から番号を選択の上、最大３つまで記入 

例）C．役務の提供 〇 ２０３ ２０４ ２０５ 

A．物品の製造     

B．物品の販売     

C．役務の提供     
 

Ⅱ：貴社における行政機関等からの受注状況についてうかがいます。 
 
問3 直近（令和元年度）の、行政機関等からの受注（落札）実績についてうかがいます。 

3-1 貴社における、直近１年間（2019（令和元）年度）の、行政機関等からの受注(落札)状況（１つに〇） 

1．受注（落札）した案件がある     →３-２へ 

2．受注（落札）した案件はない     →問４へ 


























































































































































































































